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学長職務代理者の選任についての申し合わせ 

 

１ 学長に事故があるとき又は欠けたときは学長職務代理者を置くものとする。 

２ 学長の職務代理者は、副学長とする。 

 

   附 則 

この申し合わせは、平成２１年４月１日から施行する。 


